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一般基準（全地域共通）



特に重要な自然景観および歴史的景観を保全するため、屋外広告物の表示または掲出を最
小限に止めるとともに、その形態・色彩等をとおして周辺景観との調和を目指します。
（伝統的建造物群保存地区において別途基準が定められている場合は、当該基準に準じ
る）

都市計画類型【特別緑地保全地区、伝統的建造物群保存地区】
文化類型 【国宝、重要文化財に指定された建造物の周囲から50ｍ以内の地域、

（特別）史跡、（特別）名勝、古墳】

自家用広告物の表示面積の総合計が５㎡以内

地域および分類ごとの基準

方 針

対象区域

適用除外

許 可 の 基 準

野立広告物

突出広告物幅

高
さ

地上

高
さ

高
さ

壁面広告物
窓面 窓面

壁面

屋上広告物

設置できない広告物 屋上広告物、電光表示板、可変式照明付き広告物、投影広告物

第１種地域

地上 地上

設置できない広告物 電光表示板、可変式照明付き広告物、投影広告物

高
さ

敷地 道路

官民境界

突出幅

上端



自然景観および良好な環境を保全するため、屋外広告物の表示または掲出を規制するとと
もに、その形態・色彩等をとおして周辺景観との調和を目指します。

景観類型 【琵琶湖・内湖景観形成地域、佐和山風致景観形成地域】
都市計画類型【第１種・第２種低層住居専用地域、風致地区、景観地区、田園住居地域】
文化類型 【墓地、市民農園、都市公園、琵琶湖等】
道路類型 【中央自動車道西宮線（名神高速道路）の全線】
ただし、第１種地域を除く。

自家用広告物の表示面積の合計が５㎡以内

方 針

対象区域

適用除外

許 可 の 基 準

設置できない広告物 屋上広告物、電光表示板、可変式照明付き広告物、投影広告物

幅

高
さ

地上

高
さ

高
さ

地上 地上

野立広告物

突出広告物

屋上広告物

壁面広告物
窓面 窓面

壁面

設置できない広告物 電光表示板、可変式照明付き広告物、投影広告物

壁面 高
さ

敷地 道路

官民境界

突出幅

第２種地域

上端



彦根城周辺における歴史的景観を重視し、商業エリアと住居エリアにおいて歴史性ととも
に風格とにぎわいのある景観形成に資する屋外広告物の創出を目指します。

景観類型 【城下町景観形成地域（内町地区、外町地区、駅前お城通り地区、駅西周辺
地区、旧城下町周辺地区、芹川周辺地区）、旧松原内湖景観形成地域（城
北田園地区、城北まちなか地区）】

ただし、第１種、第２種地域を除く。

自家用広告物の表示面積の合計が１０㎡以内

方 針

対象区域

適用除外

許 可 の 基 準

野立広告物

突出広告物
幅

高
さ

地上

高
さ

高
さ

突出幅

壁面広告物
窓面 窓面

壁面

屋上広告物

設置できない広告物 屋上広告物

地上 地上

設置できない広告物 電光表示板、可変式照明付き広告物、投影広告物

電光表示板

可変式照明付き広告物

投影広告物

第３種地域

高
さ

敷地 道路

官民境界

上端



広域的な交通を担う幹線道路の沿道において、沿道型サービス施設の立地等を前提として、
良好な屋外広告物の誘導を図り、良好な景観軸の形成を目指します。

景観類型 【朝鮮人街道・巡礼街道沿道景観形成地域、国道306号沿道景観形成地域、
芹川河川景観形成地域】

道路類型 【国道８号、県道彦根近江八幡線、県道彦根環状線の一部、県道多賀高宮線、
県道神郷彦根線、県道三津屋野口線の一部、市道中山道線の一部（県道部含
む）および市道八坂西今線の道路肩から30ｍ以内の地域】

ただし、第１種地域～第３種地域を除く。

自家用広告物の表示面積の合計が１０㎡以内

方 針

対象区域

適用除外

許 可 の 基 準

幅

後退

高
さ

地上道路

高
さ

高
さ

地上 地上

野立広告物

突出広告物

電光表示板

壁面広告物
窓面 窓面

壁面

設置できない広告物 電光表示板、可変式照明付き広告物、投影広告物

投影広告物

壁面

可変式照明付き広告物

屋上広告物

第4種地域

高
さ

敷地 道路

官民境界

突出幅

上端



田園および山なみの自然景観に対して、その形態・色彩等を通し周辺景観と調和した良好
な景観形成を図ることを目指します。

景観類型 【田園集落景観ゾーン、山なみ景観ゾーン】
ただし、第１種～第4種地域を除く。

自家用広告物の表示面積の合計が１０㎡以内

方 針

対象区域

適用除外

許 可 の 基 準

野立広告物

突出広告物
幅

高
さ

地上
高
さ

敷地 道路

官民境界

突出幅

壁面広告物

窓面 窓面

壁面

屋上広告物電光表示板

可変式照明付き広告物

投影広告物

3

高
さ

敷地 道路

官民境界

幅

高
さ

地上

設置できない広告物 電光表示板、可変式照明付き広告物、投影広告物、立看板類、貼り札類

壁面広告物

野立広告物

突出広告物

屋上広告物

壁面

窓面窓面

第5種地域

上端

突出幅

上端



個性的なまちなみや住宅地としての親しみやすい景観となるよう、その形態・色彩等を
とおして周辺景観と調和した良好な景観形成を図ることを目指します。

景観類型 【市街地景観ゾーン】
ただし、第１種地域～第５種地域を除く。

自家用広告物の表示面積の合計が１０㎡以内

方 針

対象区域

適用除外

許 可 の 基 準

幅

高
さ

地上

野立広告物

突出広告物

壁面

突出幅

投影広告物電光表示板 屋上広告物

可変式照明付き広告物

設置できない広告物 電光表示板、可変式照明付き広告物、投影広告物、立看板類、貼り札類

第6種地域

幅

高
さ

地上

野立広告物

敷地

壁面広告物

突出広告物

屋上広告物

窓面

壁面

窓面

壁面広告物

壁面

.
高
さ

敷地 道路

官民境界

上端

高
さ

道路

官民境界

上端

突出幅

窓面

窓面

後退

道路
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色彩基準の見方
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－ 備考 －

区分（面積） 単位
手数料（＠／件）

※記載の手数料は、許可期間
１年以下の場合です。

許可期間

看板、広告板および広
告塔

（これらに類するネオ
ン類照明広告を含
む。）ならびにこれら
を掲出する物件

1㎡未満 １個 440円

３年以内

1㎡以上2㎡未満 １個 830円

2㎡以上5㎡未満 １個 1,060円

5㎡以上10㎡未満 １個 2,130円

10㎡以上15㎡未満 １個 3,100円

15㎡以上20㎡未満 １個 4,160円

20㎡以上25㎡未満 １個 5,220円

25㎡以上30㎡未満 １個 6,280円

30㎡以上35㎡未満 １個 7,340円

35㎡以上40㎡未満 １個 8,400円

40㎡以上45㎡未満 １個 9,460円

45㎡以上50㎡未満 1個 10,520円

50㎡以上のもの
3,100円に10㎡を超える部分の
面積が5㎡増すごとに1,060円
を加算した額

立看板および広告旗 １個 250円 ６月以内

貼り紙（つり下げるものを含む。以下この表において同じ） 100枚 420円 ２月以内

貼り札（面積0.15㎡未満のもの） １枚 90円 １年以内

電柱および街灯柱広告物ならびにこれらに類するもの １件 420円 １年以内

アーチ広告物 １個 4,170円 ３年以内

広告幕 １枚 420円 ２月以内

アドバルーン １個 1,060円 １月以内

ぼんぼり １個 90円 ２月以内



１

２

資格

工作物確認申請対象
【高さ４ｍ超】

通行量が多い地域（※2）

工作物確認申請対象
【高さ４ｍ超】

工作物確認申請対象外
【高さ４ｍ以下】

屋外広告士 〇 〇 〇

点検技能講習修了者 〇 〇 〇

屋外広告物講習会修了者 × 〇 〇

職業訓練指導員（※１） × 〇 〇

技能検定合格者（※１） × 〇 〇

職業訓練修了者（※１） × 〇 〇

一級・二級建築士 × 〇 〇

特定建築物調査員 × 〇 〇

資格を有していない者 × × 〇

３



４

５

６

条例に違反した広告物に対して市長の命令に違反した者 50万円以下の罰金

許可が必要な屋外広告物を無許可で表示し、または掲出物件を設置した者

30万円以下の罰金許可を受けている広告物を無許可で改装または改造した者

除却義務に違反した者

立入検査を拒んだり、虚偽の答弁等をした者 20万円以下の罰金



継続申請

R7(2025)4.1施行

(改装・改造する時）

変更許可申請

許可・継続申請

(除却した時）

除却届

R10(2028)3.31

継続申請

(除却した時）

除却届（撤去）

R13(2031)3.31

(改装・改造する時）

変更許可申請

R16(2034)3.31

継続申請

R17(2035)3.31

最長１０年間

３年 ３年 ３年 ３年以内

３年 ３年 ３年 1年

彦根市屋外広告物条例
（旧条例）

彦根市屋外広告物条例
（新条例）

旧許可基準に基づき許可 旧許可基準に基づき許可
(改修指導）

旧許可基準に基づき許可
(改修計画書提出）

新許可基準に基づき許可
(改修完了）

※経過措置期間終了までに改修等する場合は、新許可基準に則して計画してください。

７




